
平
成
十
一
年
法
律
第
百
二
十
八
号

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
禁
止
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
罰
則
及
び
そ
の
再
発

防
止
の
た
め
の
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
援
助
措

置
等
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
電
気
通
信
回
線
を
通
じ

て
行
わ
れ
る
電
子
計
算
機
に
係
る
犯
罪
の
防
止
及
び
ア

ク
セ
ス
制
御
機
能
に
よ
り
実
現
さ
れ
る
電
気
通
信
に
関

す
る
秩
序
の
維
持
を
図
り
、
も
っ
て
高
度
情
報
通
信
社

会
の
健
全
な
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ア
ク
セ
ス
管
理
者
」
と

は
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続
し
て
い
る
電
子
計
算
機

（
以
下
「
特
定
電
子
計
算
機
」
と
い
う
。
）
の
利
用
（
当

該
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
行
う
も
の
に
限
る
。
以
下

「
特
定
利
用
」
と
い
う
。
）
に
つ
き
当
該
特
定
電
子
計
算

機
の
動
作
を
管
理
す
る
者
を
い
う
。

２
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
識
別
符
号
」
と
は
、
特
定
電

子
計
算
機
の
特
定
利
用
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
当
該
特

定
利
用
に
係
る
ア
ク
セ
ス
管
理
者
の
許
諾
を
得
た
者

（
以
下
「
利
用
権
者
」
と
い
う
。
）
及
び
当
該
ア
ク
セ
ス

管
理
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
利
用
権
者
等
」
と

い
う
。
）
に
、
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
に
お
い
て
当
該

利
用
権
者
等
を
他
の
利
用
権
者
等
と
区
別
し
て
識
別
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
付
さ
れ
る
符
号
で
あ
っ
て
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
又
は
次
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
符
号
と
そ
の
他
の
符
号
を
組
み
合
わ
せ
た

も
の
を
い
う
。

一
　
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
み

だ
り
に
第
三
者
に
知
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
符
号

二
　
当
該
利
用
権
者
等
の
身
体
の
全
部
若
し
く
は
一
部

の
影
像
又
は
音
声
を
用
い
て
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者

が
定
め
る
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
符
号

三
　
当
該
利
用
権
者
等
の
署
名
を
用
い
て
当
該
ア
ク
セ

ス
管
理
者
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
符
号

３
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
」
と

は
、
特
定
電
子
計
算
機
の
特
定
利
用
を
自
動
的
に
制
御

す
る
た
め
に
当
該
特
定
利
用
に
係
る
ア
ク
セ
ス
管
理
者

に
よ
っ
て
当
該
特
定
電
子
計
算
機
又
は
当
該
特
定
電
子

計
算
機
に
電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
接
続
さ
れ
た
他
の

特
定
電
子
計
算
機
に
付
加
さ
れ
て
い
る
機
能
で
あ
っ

て
、
当
該
特
定
利
用
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
よ
り
当
該

機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
に
入
力
さ
れ
た
符
号

が
当
該
特
定
利
用
に
係
る
識
別
符
号
（
識
別
符
号
を
用

い
て
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
の
定
め
る
方
法
に
よ
り
作

成
さ
れ
る
符
号
と
当
該
識
別
符
号
の
一
部
を
組
み
合
わ

せ
た
符
号
を
含
む
。
次
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
、
当
該
特
定
利

用
の
制
限
の
全
部
又
は
一
部
を
解
除
す
る
も
の
を
い

う
。

４
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
」
と

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
行
為
を
い

う
。

一
　
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機

に
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機

能
に
係
る
他
人
の
識
別
符
号
を
入
力
し
て
当
該
特
定

電
子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機

能
に
よ
り
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
利
用
を
し
得
る
状

態
に
さ
せ
る
行
為
（
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
付

加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
す
る
も
の
及
び
当
該
ア

ク
セ
ス
管
理
者
又
は
当
該
識
別
符
号
に
係
る
利
用
権

者
の
承
諾
を
得
て
す
る
も
の
を
除
く
。
）

二
　
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機

に
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機

能
に
よ
る
特
定
利
用
の
制
限
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き

る
情
報
（
識
別
符
号
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

指
令
を
入
力
し
て
当
該
特
定
電
子
計
算
機
を
作
動
さ

せ
、
そ
の
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
利
用
を
し
得
る
状

態
に
さ
せ
る
行
為
（
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
付

加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
す
る
も
の
及
び
当
該
ア

ク
セ
ス
管
理
者
の
承
諾
を
得
て
す
る
も
の
を
除
く
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

三
　
電
気
通
信
回
線
を
介
し
て
接
続
さ
れ
た
他
の
特
定

電
子
計
算
機
が
有
す
る
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
よ
り

そ
の
特
定
利
用
を
制
限
さ
れ
て
い
る
特
定
電
子
計
算

機
に
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
そ
の
制
限
を
免
れ
る

こ
と
が
で
き
る
情
報
又
は
指
令
を
入
力
し
て
当
該
特

定
電
子
計
算
機
を
作
動
さ
せ
、
そ
の
制
限
さ
れ
て
い

る
特
定
利
用
を
し
得
る
状
態
に
さ
せ
る
行
為

（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
）

第
三
条
　
何
人
も
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
し
て
は
な
ら

な
い
。

（
他
人
の
識
別
符
号
を
不
正
に
取
得
す
る
行
為
の
禁
止
）

第
四
条
　
何
人
も
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
（
第
二
条
第
四

項
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る
。
第
六
条
及
び
第

十
二
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
用
に
供
す
る
目

的
で
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他
人
の
識
別
符
号

を
取
得
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
を
助
長
す
る
行
為
の
禁
止
）

第
五
条
　
何
人
も
、
業
務
そ
の
他
正
当
な
理
由
に
よ
る
場

合
を
除
い
て
は
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他
人
の

識
別
符
号
を
、
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
ア
ク

セ
ス
管
理
者
及
び
当
該
識
別
符
号
に
係
る
利
用
権
者
以

外
の
者
に
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
他
人
の
識
別
符
号
を
不
正
に
保
管
す
る
行
為
の
禁
止
）

第
六
条
　
何
人
も
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
用
に
供
す
る

目
的
で
、
不
正
に
取
得
さ
れ
た
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に

係
る
他
人
の
識
別
符
号
を
保
管
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
識
別
符
号
の
入
力
を
不
正
に
要
求
す
る
行
為
の
禁
止
）

第
七
条
　
何
人
も
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
特
定
電
子
計

算
機
に
付
加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
に
な
り
す
ま
し
、

そ
の
他
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
で
あ
る
と
誤
認
さ
せ

て
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
の
承
諾
を
得
て
す
る
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
　
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機

能
に
係
る
識
別
符
号
を
付
さ
れ
た
利
用
権
者
に
対
し

当
該
識
別
符
号
を
特
定
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ

と
を
求
め
る
旨
の
情
報
を
、
電
気
通
信
回
線
に
接
続

し
て
行
う
自
動
公
衆
送
信
（
公
衆
に
よ
っ
て
直
接
受

信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
公
衆
か
ら
の
求
め
に

応
じ
自
動
的
に
送
信
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
放
送
又

は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
利
用

し
て
公
衆
が
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く

行
為

二
　
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機

能
に
係
る
識
別
符
号
を
付
さ
れ
た
利
用
権
者
に
対
し

当
該
識
別
符
号
を
特
定
電
子
計
算
機
に
入
力
す
る
こ

と
を
求
め
る
旨
の
情
報
を
、
電
子
メ
ー
ル
（
特
定
電

子
メ
ー
ル
の
送
信
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
二
条
第
一
号
に
規

定
す
る
電
子
メ
ー
ル
を
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
利
用

権
者
に
送
信
す
る
行
為

（
ア
ク
セ
ス
管
理
者
に
よ
る
防
御
措
置
）

第
八
条
　
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
特
定
電
子
計
算
機
に
付

加
し
た
ア
ク
セ
ス
管
理
者
は
、
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御
機

能
に
係
る
識
別
符
号
又
は
こ
れ
を
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御

機
能
に
よ
り
確
認
す
る
た
め
に
用
い
る
符
号
の
適
正
な

管
理
に
努
め
る
と
と
も
に
、
常
に
当
該
ア
ク
セ
ス
制
御

機
能
の
有
効
性
を
検
証
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
速
や
か
に
そ
の
機
能
の
高
度
化
そ
の
他
当
該
特
定

電
子
計
算
機
を
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た

め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
よ
る
援
助
等
）

第
九
条
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
道
警
察
本
部
の
所
在

地
を
包
括
す
る
方
面
（
警
察
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
六
十
二
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す

る
方
面
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

除
く
方
面
に
あ
っ
て
は
、
方
面
公
安
委
員
会
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
が

行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
不
正

ア
ク
セ
ス
行
為
に
係
る
特
定
電
子
計
算
機
に
係
る
ア
ク

セ
ス
管
理
者
か
ら
、
そ
の
再
発
を
防
止
す
る
た
め
、
当

該
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
が
行
わ
れ
た
際
の
当
該
特
定
電

子
計
算
機
の
作
動
状
況
及
び
管
理
状
況
そ
の
他
の
参
考

と
な
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
添

え
て
、
援
助
を
受
け
た
い
旨
の
申
出
が
あ
り
、
そ
の
申

出
を
相
当
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
ア
ク
セ
ス
管
理
者

に
対
し
、
当
該
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
手
口
又
は
こ
れ

が
行
わ
れ
た
原
因
に
応
じ
当
該
特
定
電
子
計
算
機
を
不

正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
防
御
す
る
た
め
必
要
な
応
急
の

措
置
が
的
確
に
講
じ
ら
れ
る
よ
う
、
必
要
な
資
料
の
提

供
、
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
も
の
と
す

る
。

２
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
援

助
を
行
う
た
め
必
要
な
事
例
分
析
（
当
該
援
助
に
係
る

不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
手
口
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
原
因

等
に
関
す
る
技
術
的
な
調
査
及
び
分
析
を
行
う
こ
と
を

い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
実
施
の
事
務
の
全

部
又
は
一
部
を
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
定
め
る
者
に

委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
委
託

し
た
事
例
分
析
の
実
施
の
事
務
に
従
事
し
た
者
は
、
そ

の
実
施
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら

な
い
。

４
　
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
援
助
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
国
家
公
安
委
員
会

規
則
で
定
め
る
。

５
　
第
一
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
都
道
府
県
公
安
委

員
会
は
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計

算
機
の
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
の
防
御
に
関
す
る
啓

発
及
び
知
識
の
普
及
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
　
国
家
公
安
委
員
会
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業

大
臣
は
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計

算
機
の
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
の
防
御
に
資
す
る
た

め
、
毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の

発
生
状
況
及
び
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
関
す
る
技
術
の

研
究
開
発
の
状
況
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
国
家
公
安
委
員
会
、
総
務
大
臣
及
び
経
済
産
業
大
臣

は
、
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機

の
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
か
ら
の
防
御
に
資
す
る
た
め
、

ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
を
特
定
電
子
計
算
機
に
付
加
し
た

ア
ク
セ
ス
管
理
者
が
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
講
ず
る
措

置
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
ア
ク
セ
ス
制
御
機

能
の
高
度
化
に
係
る
事
業
を
行
う
者
が
組
織
す
る
団
体

で
あ
っ
て
、
当
該
支
援
を
適
正
か
つ
効
果
的
に
行
う
こ

1



と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
対
し
、
必
要
な
情

報
の
提
供
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

３
　
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
国
は
、
ア
ク
セ
ス

制
御
機
能
を
有
す
る
特
定
電
子
計
算
機
の
不
正
ア
ク
セ

ス
行
為
か
ら
の
防
御
に
関
す
る
啓
発
及
び
知
識
の
普
及

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
十
一
条
　
第
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以

下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
十
二
条
　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、

一
年
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

一
　
第
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
　
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
て
、
相
手
方
に
不
正
ア

ク
セ
ス
行
為
の
用
に
供
す
る
目
的
が
あ
る
こ
と
の
情

を
知
っ
て
ア
ク
セ
ス
制
御
機
能
に
係
る
他
人
の
識
別

符
号
を
提
供
し
た
者

三
　
第
六
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四
　
第
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

五
　
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
十
三
条
　
第
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者
（
前
条
第
二

号
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
三
十
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

第
十
四
条
　
第
十
一
条
及
び
第
十
二
条
第
一
号
か
ら
第
三

号
ま
で
の
罪
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五

号
）
第
四
条
の
二
の
例
に
従
う
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経

過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
及
び
第

八
条
第
二
号
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一

年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か

ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十

日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施

行
す
る
。

一
　
略

二
　
第
六
条
の
規
定
　
サ
イ
バ
ー
犯
罪
に
関
す
る
条
約

が
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
日

（
経
過
措
置
）

第
七
条
　
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
不
正
ア
ク
セ

ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
規
定

は
、
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り

日
本
国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ

き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
罪
に
限
り
、
適
用
す
る
。

第
八
条
　
施
行
日
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
一
日
法
律
第
一

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
調
整
規
定
）

第
四
条
　
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
が
情
報
処
理
の
高
度
化

等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以

後
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
条
の
規
定
は
適
用
せ
ず
、
こ

の
法
律
の
う
ち
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
不
正
ア
ク
セ

ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
の
改
正
規
定
中
同
表

の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第

九

条

の

改

正

規

定

及

び

同

条

を

第

十

三

条

と

す

る

改

正
規
定

同
条
を
第
十
三
条

と
す
る
。

同
条
を
第
十
三
条
と
し
、

同
条
の
次
に
次
の
一
条
を

加
え
る
。

第
十
四
条
　
第
十
一
条
及

び
第
十
二
条
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
の
罪
は
、
刑

法
（
明
治
四
十
年
法
律
第

四
十
五
号
）
第
四
条
の
二

の
例
に
従
う
。

第

八

条

の

改

正

規
定

同
条
中
「
一
に
」

を

「

い

ず

れ

か

に
」
に
改
め
、
同

条
第
一
号
中
「
第

三
条
第
一
項
」
を

「
第
四
条
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号

同
条
第
一
項
第
一
号
中

「
第
三
条
第
一
項
」
を
「
第

四
条
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
第
六
条
第
三
項
」

を
「
第
九
条
第
三
項
」
に

改
め
、
同
号
を
同
項
第
五

中
「
第
六
条
第
三

項
」
を
「
第
九
条

第
三
項
」
に
改
め

、
同
号
を
同
条
第

五
号
と
し
、
同
条

第
一
号
の
次
に
次

の
三
号
を
加
え
る

号
と
し
、
同
項
第
一
号
の

次
に
次
の
三
号
を
加
え
る

第

八

条

を

第

十

二

条

と

す

る

改

正
規
定

第
八
条
を
第
十
二

条
と
す
る

第
八
条
第
二
項
を
削
り
、

同
条
を
第
十
二
条
と
す
る

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後

の
不
正
ア
ク
セ
ス
行
為
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条

の
規
定
（
新
法
第
十
一
条
の
罪
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

は
情
報
処
理
の
高
度
化
等
に
対
処
す
る
た
め
の
刑
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を

生
ず
る
条
約
に
よ
り
、
新
法
第
十
四
条
の
規
定
（
新
法

第
十
一
条
の
罪
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
は
サ
イ
バ
ー

犯
罪
に
関
す
る
条
約
及
び
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
以
後

に
日
本
国
に
つ
い
て
効
力
を
生
ず
る
条
約
に
よ
り
日
本

国
外
に
お
い
て
犯
し
た
と
き
で
あ
っ
て
も
罰
す
べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
罪
に
限
り
、
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
一
七
日
法
律
第
六
八

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
法
律
は
、
刑
法
等
一
部
改
正
法
施
行
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
五
百
九
条
の
規
定
　
公
布
の
日
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